
 

 

 

 平成１７年２月８日 

農林水産省生産局

食料・農業・農村政策審議会 生産分科会 

第10回畜産企画部会の概要について

１．日 時  平成１７年２月４日（金） １３：３０～１６：１０ 

２．場 所  東京都千代田区九段南２－１－５ 三番町分庁舎 

３．出席者 

  委員等：別紙のとおり[PDF] 

  事務局：畜産部長、畜産企画課長、畜産振興課長、牛乳乳製品課長、 

      食肉鶏卵課長、消費・安全局衛生管理課長 ほか 

４．意見交換 

 事務局より、「新たな酪肉近代化基本方針（骨子案）」等に関する説明が行われた

後、意見交換が行われ、委員からの主な発言は、以下のとおり。 

 

【我が国における酪農及び肉用牛生産の位置付け及び基本的な展開方向】 

1. 近年における酪農及び肉用牛生産を取り巻く諸課題の中に、「サービス事業体」、

や「家畜改良」、「新技術」に関する記述を書き込んではどうか。 

2. 栄養、価格、味と様々な消費者の一方的なニーズに生産者が応えていくだけではな

く、消費者、生産者の両者が一体となって取り組んでいくことが畜産の発展にとって

も重要と思う。 

 

【「担い手」として明確化すべき経営形態の考え方】 

1. 「水田作や畑作等の土地利用型農業と比べて構造改革が大幅に進んでいる」と記述

されているが、「畑作」は規模拡大が進んでいることから、削除すべきではないか。 

2. 酪農や肉用牛生産において認定農業者の認定率が約３割という状況で、この制度が

定着しているといえるのか。 

 

【生産段階におけるコスト低減や省力化の推進等による経営体質強化】 

1. 「3.肉専用種肥育経営」の中で、肥育期間の短縮を図るための具体的な取組がある

のか。 

2. 「3.肉専用種肥育経営」の中で、「過度に肉質を重視した飼養管理」と記述されて

いるが、必ずしも消費者は霜降り牛肉のみを求めているわけではなく、また、３０か

月を超えると味が良くなるとの意見があることからすれば、「飼い直し」という無駄

な期間を省くことを指摘する方が分かり易いのではないか。 

3. 生産者の様々な工夫が行われている中、これ以上の差別化の手段があるのか疑問。

また、色々な銘柄が出てきて、表示が混乱しないか心配。 

【自給飼料基盤に立脚した畜産経営の育成】 

○ 総合コントラクターを推進することとされているが、その立ち上げに大きな労力と

資金がかかるが、生産者の中にはそこに資金を投入できるだけの余裕がない人もいる



のが現実。 

 

【畜産物に係る安全・安心の確保】 

1. 生乳の出荷段階における医薬品等の残留検査とその結果の公表を義務づけるべきで

はないか。 

2. 流通段階の安全性の確保については、小売や二次加工などの段階での温度管理、記

録管理が行われないと、生産者や乳業が注意して生産しても、安全・安心は達成でき

ない。 

3. 「人畜共通の伝染性疾病が発生した場合」に限らず、迅速な情報提供を行うべきで

はないか。 

 

【畜産における食育の推進】 

1. タイトルを「畜産における食育の推進と消費者と生産者との交流促進」としてはど

うか。 

2. 消費者に日本農業を理解してもらうため、安全・安心や産地特性を強調した農畜産

物の生産を図っているところであり、このような現場の取組が食育の中で捉えてもら

えれば良いと思う。 

3. 「健全なニーズを育てる」という表現には、違和感がある。 

 

【家畜排せつ物の適切な管理・利用】 

1. 耕種農家と連携して家畜排せつ物の利用を図っていくことは難しい課題であるが、

この解決には、ＪＡが中心的な役割を果たすとともに、地域の関係機関による支援が

必要ではないか。 

2. たい肥舎の整備はだいぶ進んだが、耕種と連携してうまくたい肥を利用していくや

り方をとっていかなければならない。 

 

【需要の長期見通し、生産数量の目標等】 

○ 全国計の生産努力目標を地域にブレイクダウンする際には、地域ごとの動向を踏ま

えて設定するとともに、設定に当たっての前回と今回の考え方の異同を示してもらい

たい。 

 

【近代的な酪農経営及び肉用牛経営の基本的指標】 

1. 経営指標は、どの経営も自給飼料基盤を重視した経営を示しているが、自給飼料基

盤の確保が困難な地域での生産についてはどの様に考えるのか。 

2. 第１では、耕作放棄地や野草地等の低・未利用地の活用が必要との記述があるが、

経営指標の中でも反映されるべきではないか。 

 

 

【集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する基本的な事項】 

1. 体細胞基準に関する記述については異論がないが、実際の運用に当たっては、品質

確保に向けた生産者の取組にも配慮すべきではないか。 

2. チーズ向けの生乳を確保するための対策を講じて貰いたい。 

3. 牛乳乳製品工場は私企業が経営していることからすれば、国が削減目標を掲げるこ

とはいかがなものか。 

4. チーズ向けの生乳の拡大は、生産者の利益になり、かつ、生産努力目標の達成にも

資することから重要。 



 

 

【その他】 

1. 国として「食料自給率を高めよう」と言うだけでは生活者はどうして良いか分から

ない。「地産地消」等を通じた消費者と生産者の両者の接近がもっと具体的になるよ

うな取組も考えていくべきではないか。 

2. 乳用種牛肉も交雑種も、店頭では「国産牛」と表示され、消費者に分かりにくいこ

とから、これを分かり易い表示していくことが重要。 

3. トレーサビリティの導入に伴い、「Ｆ１」、「交雑種」、「国産牛肉」等の様々な

表示がなされているが、消費者のためにも簡素化すべきではないか。 

 問合せ先 

生産局畜産部畜産企画課 松本、歌丸 

TEL 03-3502-8111（内線3865, 3866） 

  03-3501-1083（直通） 
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